
 
令和元年度 

 
盛岡市社会福祉事業団 臨時職員募集案内 

 
（児童指導員） 

 

● 受付期間 

いるかデイ東見前 令和元年 11月 11日（月）～令和元年 11月 25日（月） 

いるかデイ中屋敷 令和元年 11月 14日（木）～令和元年 12月 20日（金） 

 

      社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団 事務局総務課 経営企画室 

      〒020-0886 盛岡市若園町２番２号 盛岡市総合福祉センター２階 

      電話 019-613-2162  FAX 019-613-2163 

 

 令和元年 12 月 1 日及び令和 2 年 1 月 1 日に採用する社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団臨時
職員の募集を行います。 

 

１ 職種区分及び採用人員 

（１）令和元年 12月 1日採用 

職種区分 採用予定人員 職 務 内 容 

児童指導員 1名 

放課後等デイサービス事業所「いるかデイ東見前」にお

いて，児童発達支援計画に基づき障害児等に対し，基本

的日常生活動作や自立生活の支援，創作的活動の指導等

を行います。また，事業所の車両を使用して，自宅や学

校と事業所との送迎のための運転を行います。 

 

（２）令和 2年 1月 1日採用 

職種区分 採用予定人員 職 務 内 容 

児童指導員 1名 

放課後等デイサービス事業所「いるかデイ中屋敷」にお

いて，児童発達支援計画に基づき障害児等に対し，基本

的日常生活動作や自立生活の支援，創作的活動の指導等

を行います。また，事業所の車両を使用して，自宅や学

校と事業所との送迎のための運転を行います。 

 

２ 受験資格 

（１）盛岡市に通勤可能な者 

（２）高等学校卒業以上の学歴を有している者 

（３）普通自動車運転免許証を有している者 

（４）保育士又は障害福祉サービス経験を 2 年以上有する等の児童指導員任用資格のいずれかの
資格を有する者 

ただし，保育士，児童指導員任用資格を有していない場合でも，相談に応じます。 

（５）年齢 不問 

 ※次のいずれかに該当する者は，応募できません。 

（１）成年被後見人及び被保佐人 

（２）禁固以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま
での者 

（３）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体
を結成し，又はこれらに加入した者 

 

３ 受付期間 

（１）いるかデイ東見前 

   令和元年 11月 11日（月）から令和元年 11月 25日（月）までの，土曜・日曜日，祝日を 

  除く 9時 30分から 17時 30分まで 

   郵送は，令和元年 11月 25日（金）17時 30分までに到着したものに限り受付けます。 



（２）いるかデイ中屋敷 

   令和元年 11月 14日（木）から令和元年 12月 20日（金）までの，土曜・日曜日，祝日を 

  除く 9時 30分から 17時 30分まで 

   郵送は，令和元年 12月 20日（金）17時 30分までに到着したものに限り受付けます。 

 

４ 申込み手続き 

  履歴書に必要事項を記入のうえ写真を貼付し，職務経歴書と一緒に勤務を希望するいずれか
の事業所又は社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団 事務局総務課 経営企画室に提出してくだ
さい。 

 

５ 選考方法 

  書類及び面接選考 

 

６ 選考日時及び選考結果通知 

  選考は随時行い，7日以内に電話で選考結果を通知します。 

 

７ 勤務条件等 

（１）勤務箇所 

  ア 令和元年 12月 1日採用 

    いるかデイ東見前（盛岡市東見前 6-77-5 電話 019-681-6040） 

  イ 令和 2年 1月 1日採用 

    いるかデイ中屋敷（盛岡市中屋敷町 1-78 電話 019-613-3612） 

（２）勤務時間 

   週４０時間 通常勤務    9時 30分から 18時 30分  8時間（休憩１時間） 

         学校長期休業日 9時 00分から 18時 00分  8時間（休憩 1時間） 

   超過勤務  なし 

（３）休日 

   土・日曜日，祝日及び年末年始（12月 29日から 1月 3日まで） 

 

８ 身分 

  社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団臨時職員 

 

９ 雇用期間 

（１）いるかデイ東見前 

   令和元年 12月 1日から令和 2年 3月 31日まで（以降 6箇月ごとの更新契約） 

（２）いるかデイ中屋敷 

   令和 2年 1月 1日から令和 2年 3月 31日まで（以降 6箇月ごとの更新契約） 

 ※ 勤務成績・勤務状況等を勘案し，通算 5 年を超えない範囲内で雇用期間を更新することが
あります。また，常勤嘱託及び正規職員への登用制度があります。 

 

10 賃金等 

（１）賃金 日額 有資格者 7,390円（月額換算 20日勤務した場合 147,800円） 

         無資格者 6,400円（月額換算 20日勤務した場合 128,000円） 

（２）手当 通勤手当 月額上限 3,000円 

（３）賞与 なし 

 

11 福利厚生等 

（１）健康保険，厚生年金保険，雇用保険，労災保険の各制度に加入します。 

（２）無料駐車場があります。 

 

12 その他 

  募集案内は，ハローワーク求人情報にも掲載しています。 

  ご不明な点は，下記へお問合せください。 

 ・いるかデイ東見前 電話 019-681-6040 

 ・いるかデイ中屋敷 電話 019-613-3612 

 ・社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団 事務局総務課 経営企画室 電話 019-613-2162 


